
         

保
険
料
免
除
制
度 

 

平
成

23
年
度
の
国
民
年
金
の
保
険

料
は
月
額
１
５
＊
０
２
０
円
で
す
。 

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
経
済
的
に
困
難
な
と
き
に
は
、
申
請

を
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
保
険
料
の
全
額
、

ま
た
は
一
部
が
免
除
と
な
る
「
保
険
料

免
除
制
度
」
や
「
一
部
納
付
（
免
除
制

度
）
」
な
ど
が
あ
り
、
保
険
料
の
未
納
を

防
止
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け
ず
保

険
料
が
未
納
の
状
態
で
、
万
一
、
障
害

や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生

す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用
し
ま
し
ょ
う
。 

免
除
さ
れ
た
保
険
料
は
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
２
年
を
過
ぎ
る
と

加
算
額
が
つ
き
ま
す
。 

す
で
に
免
除
等
の
承
認
を
受
け
て
い

る
方
が
、
引
き
続
き
免
除
の
申
請
を
さ

れ
る
場
合
も
原
則
と
し
て
は
毎
年
度
申

請
が
必
要
で
す
。 

お
支
払
い
が
困
難
な
と
き
で
も
未
納

の
ま
ま
に
せ
ず
、
免
除
制
度
を
は
じ
め
、

納
付
猶
予
や
納
付
特
例
な
ど
の
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

な
お
、
免
除
等
は
原
則
７
月
か
ら
翌

年
６
月
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審

査
し
ま
す
。
た
だ
し
、
７
月
に
申
請
す

る
場
合
に
限
っ
て
前
年
７
月
か
ら
前
月

６
月
分
の
期
間
に
つ
い
て
も
申
請
で
き

ま
す
。 

▼
免
除
の
対
象
と
な
る
所
得
基
準 

保
険
料
の
免
除
を
受
け
る
に
は
、
本

人
の
ほ
か
、
配
偶
者
や
世
帯
主
な
ど
前

年
所
得
が
所
得
基
準
の
範
囲
内
で
あ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
基

準
を
超
え
て
い
て
も
災
害
、
失
業
、
事

業
の
廃
止
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
保
険

料
が
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

       

                      

ご
存
知
で
す
か
？
「
国
民
年
金
基
金｣

 

 

国
民
年
金
基
金
は
、
自
営
業
の
方
な

ど
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
保

険
料
を
納
め
て
い
る

60
歳
未
満
の
方

が
加
入
で
き
る
国
民
年
金
の
上
乗
せ
年

金
と
し
て
創
設
さ
れ
た
公
的
な
年
金
制

度
で
す
。 

▼
加
入
条
件 

・
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の
方 

・
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方 

 

（
農
業
者
年
金
加
入
者
を
除
く
） 

・
道
内
に
住
民
票
の
あ
る
方 

▼
利
点 

・
掛
金
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除
と
な

り
税
金
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

・
加
入
し
た
と
き
の
掛
金
や
受
け
取
る

金
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、
自
分

に
合
わ
せ
た
年
金
設
計
が
で
き
ま
す
。 

・
保
証
付
に
加
入
し
た
方
が
保
証
期
間

内
に
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
遺
族
の

方
に
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

         

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
‐
２
１
２
１
内
線
４
１
３
） 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

（
電
話
０
１
６
６
‐
72
‐
５
０
０
２
） 

北
海
道
国
民
年
金
基
金 

（
電
話
０
１
２
０
‐
65
‐
４
１
９
２
） 

扶養人数 
免除対象となる所得のめやす※（  ）内は収入 

全額免除 4 分の 3 免除 2分の 1免除 4分の 1免除 

3 人扶養 

（夫婦、子

ども 2 人） 

162 万円 

(257 万円) 

230 万円 

（354万円） 

282 万円 

(420 万円) 

335 万円 

(486 万円) 

1 人扶養 

(夫婦のみ) 

92 万円 

(157 万円) 

142 万円 

(229 万円) 

195 万円 

（304万円） 

247 万円 

(376 万円) 

扶養なし 
57 万円 

(122 万円) 

93 万円 

(158 万円) 

141 万円 

(277 万円) 

189 万円 

(296 万円) 

 


